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開会宣告（11 時 30 分） 

○議長（福島大朝） これより、伊方町議会第 68 回臨時会を開会いたします。  

只今の出席議員は、14 名であります。 

よって、本会議は成立いたしました。 

  

町長招集挨拶 

○議長（福島大朝） 町長招集挨拶 

○町長（高門清彦） 議長 

○議長（福島大朝） 町長  

○町長（高門清彦） 本日、ここに、伊方町議会第 68 回臨時会を招集いたしましたところ、 

議員各位のご出席をいただき、開会の運びとなりましたことに対し、厚くお礼を申し上げま 

す。  

また、議員の皆様方には、日頃から、町政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、心から感

謝を申し上げる次第でございます。 

さて、年明け早々に正野地区で起きた火災や海難事故、当初予算の編成作業に加え、先日は

衆議院議員選挙の投開票など、大変多忙な年の幕開けとなりました。職員や関係者の皆様には

大変なご苦労をかけておりますが、今後とも一丸となって、一つひとつの事務作業に、着実に

取り組んでまいる所存でございます。 

また、伊方 1 号機の廃止措置にかかる第 2 段階へ移行するための計画変更については、本日

原子力発電対策特別委員会で四国電力から説明がありますが、その妥当性については、今後と

も議会の皆様のご意見を踏まえて、適切に判断してまいりたいと考えておりますので、引き続

きご協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

さて、本日ご提案いたします案件は、令和 7年度の国の補正予算に盛り込まれた物価高騰に

対応するための住民支援を中心に、 

・専決の報告 1 件 

・予算の専決 2 件 

・補正予算 １件 

・契約 4 件でございます。 

いずれも町政を進めるうえで非常に重要な案件でございますので、ご審議のうえ、ご決定賜

りますようお願いを申し上げまして、招集の挨拶といたします。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

議事日程報告 

○議長（福島大朝） 議事日程報告を行います。本日の議事日程は、お手元に配布してあると

おりであります。それに従いまして、議事を進めてまいります。 
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 これより、本日の会議を開きます。 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（福島大朝） 日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第 127 条の規定により、議長において、13 番 阿部吉馬議員、1番 阿部孝志議員を指

名いたします。  

 

会期の決定 

○議長（福島大朝） 日程第 2「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日 1 日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。（「なし」

の発言あり）異議なしと認めます。  

 よって、本臨時会の会期は、1日と決定いたしました。 

 

報告第 1 号 

○議長（福島大朝） 日程第 3「町長の専決処分事項報告について」報告第 1号を議題といた

します。  

 報告内容の説明を求めます。 

〇副町長（菊池隼人） 議長 

〇議長（福島大朝） 副町長  

〇副町長（菊池隼人） 報告第 1号、町長の専決処分事項報告について、地方自治法第 180 条

第 2項の規定により、報告するものでございます。 

 案件名は、公用車の事故に関する専決処分で、和解及び損害賠償の相手方は、町内在住の個

人です。 

和解の要旨は、令和 7 年 11 月 4 日午前 10 時 50 分頃、地域巡回バスを役場前の埋立て駐車

場内のバス停へ移動させていたところ、誤って、バス停付近に置いてあった相手方のバッグを

踏み、バッグ内のパソコンを損傷した物損事故でございます。 

損害賠償の額は 3万 9,930 円、令和 7年 12 月 5 日に専決処分したものでございます。 

なお、こうした事故が起こらないよう、安全運転について、注意喚起してまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（福島大朝） 報告事項ですが、質疑があれば、承ります。質疑ありませんか。（「なし」

の発言あり）質疑なしと認めます。  

 以上で、報告第 1 号、町長の専決処分事項報告についてを閉じます。 

議案第１号 

〇議長（福島大朝） 日程第 4「町長の専決処分事項報告について（令和 7 年度伊方町一般会

計補正予算(第 7号)）」議案第 1 号を議題といたします。 



-３ 

 

 提案理由の説明を求めます。 

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長 

〇町長（高門清彦） 議案第 1 号、令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 7号）の専決処分

事項報告について、説明を申し上げます。 

 1,493 万 2 千円を追加し、総額を 122 億 8,378 万 7 千円とするものでございます。 

内容は、物価高の影響を強く受ける子育て世帯を応援するための国の施策として、0歳から高

校 3年生までの子ども、一人あたり 2 万円の応援手当を支給するために必要な経費の予算補正

でございます。 

急を要するため、令和 7 年 12 月 24 日付けで専決処分したものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。  

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 1 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり承認するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

よって、議案第 1号、町長の専決処分事項報告について（令和 7 年度伊方町一般会計補正予

算(第 7号)）は、原案のとおり承認されました。 

 

議案第２号 

〇議長（福島大朝） 日程第 5「町長の専決処分事項報告について（令和 7 年度伊方町一般会

計補正予算(第 8号)）」議案第 2 号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。  

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長  

〇町長（高門清彦） 議案第 2 号、令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 8号）の専決処分

事項報告について、説明を申し上げます。 

 1,726 万 2 千円を追加し、総額を 123 億 104 万 9 千円とするものでございます。 

先の衆議院議員総選挙に要する経費を補正計上したもので、1月 19 日付けで専決処分したも

のでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。  

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 
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 これより議案第 2 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり承認するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 2 号、町長の専決処分事項報告について（令和 7年度伊方町一般会計補正予

算(第 8号)）は、原案のとおり承認されました。  

 

議案第３号 

〇議長（福島大朝） 日程第 6「令和 7年度伊方町一般会計補正予算（第 9 号）」議案第 3号

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。  

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長  

〇町長（高門清彦） 議案第 3 号、令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 9号）の説明を申

し上げます。  

歳入歳出それぞれ 2 億 236 万 1 千円を追加し、総額を 125 億 341 万円とするものでございま

す。 

内容は、物価高騰に対応するための国の臨時交付金を活用した、住民支援に要する経費の 

予算補正でございます。  

 歳出につきましては、4款、衛生費に、上水道の基本料金の減免を行うための水道事業会計

への補助金 4,392 万 2 千円、6 款、農林水産業費に、畜産飼料価格高騰対策支援事業に要する

経費 36 万 5 千円、7 款、商工費に、プレミアム付き地域商品券事業に要する経費、1億 5,807

万 4 千円を計上いたしております。 

 これに対します歳入として、14 款、国庫支出金、2項、国庫補助金に、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金 1 億 1,611 万 2 千円、18 款、繰入金、2 項、基金繰入金に、財政調整基

金繰入金 1,024 万 9 千円、20 款、諸収入、7項、雑入に、プレミアム付き地域商品券の売上金 

7,600 万円を計上いたしております。 

 なお、いずれも国の補正予算に関連する事業であり、年度内完了が見込めないため、本予算

案と併せて、繰越明許費のご承認を求めるものでございます。 

 以上、令和 7年度伊方町一般会計補正予算（第 9号）の説明とさせていただきます。  

ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（福島大朝） お諮りいたします。審議の方法は、歳入歳出とも項を追っていきたいと

思います。これにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）  

異議なしと認め、歳出から項を追って審議を進めてまいります。 

頁番号は、右下となります。予算書の 10 頁をお開きください。  

4 款 衛生費   

3 項 水道費 （10 頁） 質疑ありませんか。 
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6 款 農林水産業費   

1 項 農業費 （10 頁） 質疑ありませんか。 

7 款 商工費   

1 項 商工費 （10 頁） 質疑ありませんか。  

歳出全般について、質疑ありませんか。  

次いで、歳入に入ります。 

8 頁をお開きください。 

14 款 国庫支出金 

2 項 国庫補助金 （8 頁） 質疑ありませんか。 

18 款 繰入金   

2 項 基金繰入金 （8 頁） 質疑ありませんか。  

20 款 諸収入   

7 項 雑入 （8頁） 質疑ありませんか。  

歳入全般について、質疑ありませんか。  

次いで、表紙に帰って「繰越明許費 第 2 条 第 2表」 第 2表は、4 頁にあります。質疑

ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑なしと認めます。 

この補正予算全般について、質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑なしと認めます。   

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。  

これより、議案第 3 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を、原案のとおり決定す 

ることにご異議ありませんか。（（「なし」の発言あり） 異議なしと認めます。  

よって、議案第 3 号、令和 7 年度伊方町一般会計補正予算（第 9 号）は、原案のとおり可 

決されました。 

 

議案第４号 

〇議長（福島大朝） 日程第 7「町道宇和海線道路改良工事（3 工区）請負契約の変更締結に

ついて」議案第 4号を議題といたします。   

 提案理由の説明を求めます。  

〇建設課長（辻龍彦） 議長      

〇議長（福島大朝） 建設課長  

〇建設課長（辻龍彦） 議案第 4号、町道宇和海線道路改良工事（3 工区）請負契約の変更締

結について、提案理由をご説明いたします。  

本事業は、主要幹線道路における線形不良及び幅員狭小による離合困難を解消するための事

業でございます。現在、道路改良 44m を施工中でありますが、218 万 8 千円を減額し、本工事

の完成を図るものでございます。 
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 減額の主な理由は、交通誘導員について、施工の効率化による配置日数の削減及び配置計画

の見直しにより、250 人から 150 人に減少したことであります。概要につきましては、別添図

面に示させていただいておりますので、お目通しをお願いいたします。 

 事業費につきましては、当初請負額 6,578 万円に対しまして、変更請負額 6,359 万 2 千円と

なり、218 万 8 千円を減額し、工事の完成を図るもので、当初発注業者に変更を提案させてい

ただくものであります。      

なお、契約の相手方につきましては藤川建設有限会社で、工期につきましては令和 8年 3月

5 日を予定しています。  

以上、ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。  

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 4 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 4 号、町道宇和海線道路改良工事（3 工区）請負契約の変更締結については、

原案のとおり可決されました。 

 

議案第５号 

〇議長（福島大朝） 日程第 8「伊方小学校体育館改修工事請負契約の変更締結について」議

案第 5号を議題といたします。   

 提案理由の説明を求めます。  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議長      

〇議長（福島大朝） 学校教育課長  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議案第 5号、伊方小学校体育館改修工事請負契約の変更締結に

ついて、提案理由をご説明いたします。 

本工事は、児童の熱中症対策と災害時避難所としての機能強化のため、伊方小学校体育館に

空調設置並びに照明設備の LED 化及び老朽化部分の改修工事を行うものであります。現在、施

工中でありますが、変更請負前金額 1億 2,760 万円を 258 万円増額し、変更後請負金額を 1 億

3,018 万円とし、本工事の完成を図るものです。 

主な変更内容は、1 点目といたしまして､ステージ下の引き違い戸の劣化が激しかったため

取替えとします。 

2 点目といたしまして､工事のため南面と西面の渡り廊下の屋根材等を一時的に取り外した

ところ、部材の劣化が激しかったため、再使用をせず新設とするものでございます。 

概要につきましては、別添図面にお示ししておりますので、お目通しをお願いいたします。 
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いずれの変更内容も、当初発注の一連作業であり、切り離して施工することが困難なため、 

当初発注業者に変更を提案させていただくものであります。 

なお、契約の相手方につきましては堀田建設株式会社伊方支店で、工期につきましては令和

8 年 3月 13 日を予定しております。 

以上、説明とさせていただきます。 

ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。  

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 5 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 5 号、伊方小学校体育館改修工事請負契約の変更締結については、原案のと

おり決定されました。 

議案第６号 

〇議長（福島大朝） 日程第 9「三崎小中学校体育館改修工事請負契約の変更締結について」

議案第 6 号を議題といたします。   

 提案理由の説明を求めます。  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議長      

〇議長（福島大朝） 学校教育課長  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議案第 6号、三崎小中学校体育館改修工事請負契約の変更締結

について、提案理由をご説明いたします。 

本工事は、児童の熱中症対策と災害時避難所としての機能強化のため、三崎小中学校体育館

に空調設置及び老朽化部分の改修工事を行うものであります。現在、施工中でありますが、変

更請負前金額 1億 4,300 万円を 178 万 9 千円増額し、変更後請負金額を 1億 4,478 万 9 千円と

し、本工事の完成を図るものです。 

主な変更内容は、1 点目といたしまして､施工時に行った外壁劣化調査に基づき補修部分の

数量を変更いたします。 

2 点目といたしまして、外壁根回り部分の劣化が目立つため、コンクリート補修材塗りを追

加いたします。 

3 点目といたしまして、外壁セメント板目地等シーリングに劣化が判明したためシーリング

打替えを追加いたします。  

4 点目といたしまして、外壁鋼板部分の一部に錆が判明したため錆撤去のうえ、耐候性塗装

を追加するものでございます。 

概要につきましては、別添図面にお示ししておりますので、お目通しをお願いいたします。 
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いずれの変更内容も、当初発注の一連作業であり、切り離して施工することが困難なため、

当初発注業者に変更を提案させていただくものであります。 

なお、契約の相手方につきましては堀田建設株式会社伊方支店で、工期につきましては本年

3 月 13 日を工期として進めておりますが、変圧器の規格変更による全国的な供給不足により

機器の納品に遅延が生じているため、令和 8年度への事業繰越も視野に入れて進めております。 

以上、説明とさせていただきます。 

ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  

〇議長（福島大朝） 暫時休憩いたします。 

 

（休憩 11：54～13：02） 

 

〇議長（福島大朝） それでは、再開いたします。 

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）質疑なしと認めます。    

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 6 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 6 号、三崎小中学校体育館改修工事請負契約の変更締結については、原案の

とおり可決されました。 

 

議案第７号 

〇議長（福島大朝） 日程第 10「伊方中学校体育館改修工事請負契約の変更締結について」

議案第 7 号を議題といたします。   

 提案理由の説明を求めます。  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議長      

〇議長（福島大朝） 学校教育課長  

〇学校教育課長（阿部茂之） 議案第 7号、伊方中学校体育館改修工事請負契約の変更締結に

ついて、提案理由をご説明いたします。 

本工事は、児童の熱中症対策と災害時避難所としての機能強化のため、伊方中学校体育館に

空調設置及び老朽化部分の改修工事を行うものであります。現在、施工中でありますが、変更

請負前金額 9,790 万円を 902 万 2 千円増額し、変更後請負金額を 1億 692 万 2 千円とし、本工

事の完成を図るものです。  

主な変更内容は、1 点目といたしまして､ 施工にあたって学校と協議の結果、生徒の安全

を確保するため、仮囲いを追加いたします。 

2 点目といたしまして、北側屋上の防水が劣化していたため、屋上防水改修を追加いたしま

す。  
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3 点目といたしまして、変圧器の規格変更により新基準の変圧器を採用するための増額とな

ります。 

概要につきましては、別添図面にお示ししておりますので、お目通しをお願いいたします。 

いずれの変更内容も、当初発注の一連作業であり、切り離して施工することが困難なため、

当初発注業者に変更を提案させていただくものであります。 

なお、契約の相手方につきましては株式会社岡崎工務店で、工期につきましては本年 3 月

13 日を工期として進めておりますが、変圧器の規格変更による全国的な供給不足により、機

器の納品に遅延が生じているため、令和 8 年度への事業繰越も視野に入れて進めております。 

以上、説明とさせていただきます。 

ご審議のうえ、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（福島大朝） これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。（「なし」の発言あり）

質疑なしと認めます。    

これより討論に入ります。討論ありませんか。（「なし」の発言あり）討論なしと認めます。 

 これより議案第 7 号を採決いたします。お諮りいたします。本案を原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。（「なし」の発言あり）異議なしと認めます。 

 よって、議案第 7 号、伊方中学校体育館改修工事請負契約の変更締結については、原案のと

おり可決されました。 

 

閉会挨拶 

○議長（福島大朝） これで、本日の日程は全て終了いたしました。会議を閉じます。 

 閉会にあたり、町長から挨拶があります。  

〇町長（高門清彦） 議長 

〇議長（福島大朝） 町長   

〇町長（高門清彦） 閉会にあたりまして、一言、ご挨拶を申し上げます。 

本臨時会におきまして、提案いたしました全議案に対して、ご承認をいただき、誠にありが

とうございました。  

議員各位におかれましては、今後とも健康にご留意され、町政発展のために、なお一層のご

支援・ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。 

誠にありがとうございました。 

〇議長（福島大朝） これをもちまして、伊方町議会第 68 回臨時会を閉会いたします。 

 お疲れ様でした。  

（閉会時間 13 時 07 分） 

 

地方自治法第 123 条第 2 項の規定によりここに署名する。 
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